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Ⅰ．はじめに

近年，日本では野生鳥獣の個体数と生息域が拡大し，獣害は大
きな社会問題となっている。農林水産省（2020）によると，2019
年度の全国の農作物被害総額は約 158 億円，森林の被害面積は約
4 万 8 千 ha に達し，獣害は，農林水産業だけでなく，生態系や
生活環境など広い範囲に深刻な影響を及ぼしている。特に「ニホ
ンジカ（Cervus nippon）」（以下，「シカ」）は，角こすりによる
剥皮被害，種子・下層植生や稚樹および造林木の採食による森林
の更新阻害など森林に最も大きな被害をもたらしている野生鳥獣
である。

獣害対策の観点から，日本では主に二つの計画によってシカ管
理を行っている。その一つは「第二種特定鳥獣管理計画」（以下，

「特定計画」）である。特定計画は，環境省が定める「鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（以下，「鳥獣保護管
理法」）に基づき，生息数が著しく増加，または生息域が拡大し
ている鳥獣の管理に関して，各都道府県が定める任意計画である。
鳥獣保護管理法は，「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

（以下，「鳥獣保護法」）が 2014 年に改正された際に，法律の目的
に「鳥獣の管理」が加えられ，増えすぎた鳥獣の管理が重要視さ
れるようになった（1）。

もう一つは，「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止する
ための計画」（以下，「被害防止計画」）である。被害防止計画は，
農林水産省所管の「鳥獣による農林水産業に係る被害防止のため

の特別措置に関する法律」（以下，「特措法」）に基づいて，市町
村が作成する計画である。被害防止計画の主目的が「農林水産業
被害の防除」であるのに対し，特定計画の主目的は，「個体群の
安定的な維持」，「生態系への影響軽減」，「農林業・生活環境等
への被害低減」（環境省，2020）である。すなわち，特定計画は
被害防止計画より広義のシカ管理を行うための計画といえる。こ
のように特定計画と被害防止計画では，策定の主体やそれぞれの
計画の基となる法律や管轄省，主目的，計画期間などに違いがあ
る（表‒1）。これらの整合を図るため，特措法第四条 5 項は，都
道府県によって特定計画が定められている場合，被害防止計画は
特定計画との整合性がとれたものでなければならないと定めてい
る（2）。そのため，それぞれの計画の整合性をとるためには異なる
部局間（例えば，農林業と環境など），並びに都道府県と市町村
間の横断的かつ縦断的な連携が必要不可欠である（上野，2020 ;	
梶，2014）。

特措法制定以前の獣害対策は，主に都道府県によって実施され
てきた。特措法制定以前の九州におけるニホンジカ特定鳥獣保護
管理計画について，矢部（2007）はモニタリング手法や評価体制，
管理の協力体制や推進上の問題について整理を行い，モニタリン
グ調査の精度の低さを指摘するとともに，予算の制約から有害捕
獲を増やすことより，予算のかからない狩猟を主な管理手段と
することを提言した。しかしその後，2007 年に特措法が制定さ
れ，3 度の改正を経る中で，特措法に基づく鳥獣被害防止総合対
策事業の予算は大幅に増加し，市町村には農林水産省からシカ管
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画作成方法と実施状況，部局間の連絡頻度といった計画に記載さ
れていない内容の整合性を明らかにすることで，両計画が効率的
に運用されるための課題，および今後求められる対応を検討した。

はじめに長崎県の特定計画（ニホンジカ）の作成を主に担当
している長崎県農山村対策室鳥獣対策班（以下，「県農山村対策
室」）（4）に対し，①現行の特定計画の作成方法と評価，②シカの
管理と被害のモニタリング，③県と市と町村間の連携の 3 点を中
心に，特定計画の実行体制について 2020 年 11 月に聞き取り調査
を行った。

次に市町村の取り組みの事例として長崎県でシカの生息密度が
高い対馬市および五島市を選定し，被害防止計画について 2020
年 12 月に聞き取り調査を行った。調査対象者は，対馬市では対
馬市役所農林水産部農林・しいたけ課有害鳥獣対策室（以下，「対
馬市鳥獣対策班」）（5），五島市では五島市産業振興部農林課畜産・
鳥獣対策班（以下，「五島市鳥獣対策班」）の各担当者である。

また長崎県の特定計画に「林政課・森林整備室や自然環境課，
農林技術開発センター等の県組織内での連携強化を図るものとす
る」と記載されていたため，長崎県農林部林政課（以下，「県林
政課」）および森林整備室（以下，「県森林整備室」），県民生活
環境部自然環境課（以下，「県自然環境課」）を対象にシカ対策を
めぐる県と市および部局間の連携について，2021 年 1 月に追加
の聞き取り調査を行った。聞き取り調査は，新型コロナウイルス
感染症（COVID- 19）の拡大により対面による実施が困難であっ
たため，電子メールを用いた。調査項目は，①ニホンジカに関す
る業務を行っているか，②ニホンジカの第二種特定鳥獣管理計画
の作成や実施に関わっているか，③ニホンジカによる林業被害や
生態系被害に関する調査（例えば植生調査など）を行っているか，
④長崎県内の各市町村とニホンジカに関する問題について意見
交換を行ったり，現地へ視察に行ったりすることはあるか，また，
それらの頻度，⑤長崎県の他の課とニホンジカの管理や被害防除
に関する意見交換を行うことはあるか，また共同で行っている事
業はあるか，また，意見交換や共同事業を行っている場合のその
頻度，の 5 項目である。

続いて 2022 年 4 月に，県農山村対策室と対馬市鳥獣対策班，
五島市鳥獣対策班に対して，①県と市間の担当者会議や研究会の
頻度の頻度や，その他行っている事業の有無や状況，②鳥獣対策
に関わる行政組織や関係者（鳥獣対策専門員や地域協力隊）の詳
細について電子メールを用いた聞き取り調査を行った。更に対馬
市と五島市に対しては，③各振興局との連絡の頻度や業務の協力
状況についても聞き取りを行った。

Ⅲ．結果

1．県における特定計画の策定と実施状況
長崎県では県農山村対策室が主体となり，特定計画を策定し，

農業被害対策や捕獲事業を行っていた。調査を実施した時点では，
「第 12 次鳥獣保護管理事業計画（2017 年 4 月 1 日～2022 年 3 月
31 日）」が履行中であり，シカとイノシシを対象とした特定計画
が策定されていた。	

特定計画は，「農林業被害に対する被害管理と個体数管理」と
して「従事者の生産意欲，定住意欲を低下させないように，農地
では防護柵等により侵入を防ぎ，林地では単木処理等により植栽
木の食害を防ぐことで，農林業被害の軽減を図る。」，「生態系被
害に対する個体数管理・生息地管理・被害管理」として，「自然
植生への影響が大きい地域では，主に捕獲によりシカの適正密度
を維持し，植生被害の軽減及び自然植生の回復を図る。また，希
少な植物群落には防鹿ネット等の設置により積極的な保護・保全
を図る。」とされている（長崎県，2017）。このことから，農林
業被害や生態系被害防除は「被害の軽減を図る」というような定
性的な目標に留まっており，定量的な目標が掲げられているのは
目標頭数のみであった。

特定計画の作成は，県環境審議会，大学関係者，日本野鳥の会
長崎県支部，長崎県猟友会などの専門家，研究者らが参加してい
る。県農山村対策室には 2006 年度から 2019 年度までは鳥獣被害
対策の専門職員が在籍しており，現場での技術指導，対策マニュ
アルの作成，鳥獣対策指導者の育成，試験研究への参画など様々
な活動を行っていた。その結果，2018 年度の時点で鳥獣害被害
防止対策を適正に指導するイノシシ対策A級インストラクター（6）

が県下各地で一定数育成できたことから，2019 年度以降は専門
職の採用は行っていない。

特定計画実施の課題について県農山村対策室の認識は，森林被
害対策や生態系被害対策に関しては，県林政課や県森林整備室，
県自然環境課と連携しながらシカ管理にあたっているものの，部
署間ですべての情報を共有し，連携しながら業務を行うことが難
しいときがあるとのことであった。また，個体数モニタリング調
査や農業被害モニタリング調査が行われている一方，林業被害や
生態系被害のモニタリング調査は近年行われていないことが示さ
れた。長崎県の特定計画では，特定鳥獣の管理のために必要な事
項の1つとして，「モニタリング等の調査研究」を定めており，「客
観的な科学的データに基づく計画的な管理を実施するため，モニ
タリング調査を継続して実施し，随時，管理方法へのフィード
バックを行う。」としている（長崎県，2017）。その中の「被害実
態調査」の項目では「農業被害の実態の把握や防除効果の検証の
ため，市町からの報告などにより，年 2 回の被害実態調査を行う。
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表‒2．長崎県の主なシカ生息地における適正頭数と推定密度数

長崎市八郎岳
周辺 対馬市 五島列島 県北地域

推定生息頭数 720
（2015 年時点）

39 , 200
（2015 年時点）

9 , 600
（2014 年時点）

250
（2015 年時点）

目標頭数 1 , 000 3 , 500 1 , 500 地域からの
徹底排除

出典：長崎県（2017）をもとに筆者作成

理を実行するための財源が幅広く提供されるようになった（上野，
2020）。

岸岡ほか（2012）は，近畿地方の府県における獣害対策行政に
かかわる部局の体制や市町村との連絡調整の特徴や課題について
明らかにし，特措法制定によって被害発生地に近い市町村が獣害
対策を推進できるようになったものの，依然として都道府県には
重要な役割があると指摘している。そして，正確なデータの収集
とそれに基づく個体数管理等の計画策定など，都道府県には市町
村の取り組みを補完する機能が求められるとともに，都道府県担
当部局と市町村との連携強化と，担当が複数部局に分かれている
場合は対策本部を設置するなどの必要性を指摘している（岸岡ほ
か，2012）。北海道を事例に鳥獣害対策の担当部局と市町村との
連携について調査を行った上野（2020）は，関連部局の横断的連
携に加え，各地の道庁振興局を軸とした市町村との連携が必要で
あり，振興局の関連部局と市町村等との鳥獣管理の統括的な体制
を築くために，両者の意見交換を重ねる場が必要であることを指
摘している。

以上のように，日本のシカ管理は，特定計画と被害防止計画の
二つの制度によって農林水産業被害の防除だけでなく，シカ個体
数の管理や生態系への影響の軽減など多岐にわたり，都道府県お
よび市町村の様々な部局が関与している。そのため，都道府県に
よって作成される特定計画が機能するためには，市町村との連携
や被害防止計画との整合性が重要である。しかし，これまでに岸
岡ほか（2012）や上野（2020）の研究はあるものの，特定計画
と被害防止計画をめぐる運用の実態や都道府県と市町村の連携に
ついて報告した研究の数は限られている。また 2014 年の鳥獣保
護法改正に伴い，法改正の内容と意義を検討した常田（2015）は，
特定計画と鳥獣害防止特措法に基づく被害防止計画との具体的な
連携を課題として挙げているが，特定計画と被害防止計画との整
合性とその課題については明らかにされていない。

さらに，1999 年の鳥獣保護法改正に伴い特定計画の運用が開
始され，2007 年の特措法制定に伴い被害防止計画の運用が開始
され相応の年数が経過したものの，依然として獣害問題は深刻な
社会問題となっていることを踏まえると，特定計画と被害防止計
画の運用や都道府県および市町村の部局間の連携に課題がある
可能性が考えられる。本研究ではこのような問題意識に基づき，
2020 年度時点で森林面積あたりのシカによる森林被害面が全国
で最も大きかった長崎県（林野庁，2021）を対象に，特定計画と
被害防止計画の実施状況や整合性，並びに都道府県と市町村の間

の連携について明らかにし，その課題と対策を検討する。

Ⅱ．調査地と方法

1．調査地概要
長崎県の森林面積は，2 . 43 万 ha であり，県土の約 6 割を占める。

その内訳は，約 4 割がヒノキ，スギの人工林であり，残りは山岳
部がブナ，ミズナラの夏緑樹林，低地がシイ，カシの照葉樹林か
ら構成される天然林である（長崎県，2017）。2019 年度のシカに
よる森林被害面積は森林面積の 0 . 18 % に相当する 438 ha であっ
た（林野庁，2021）。

長崎県の地理的な特徴は，平地に乏しく，山地や丘陵地が多い
ほか，対馬島，壱岐島，五島列島などをはじめとする離島が多い
ことが挙げられる。長崎県は県土を長崎市八郎岳周辺，対馬市，
五島列島，県北地域の 4 つの地域に分けてシカ対策を行っており，
推定生息頭数は対馬市が最も多く，五島列島が続く（表‒2）（3）。

ニホンジカは 7 つの亜種に分類され，対馬市にはその 1 つであ
るツシマジカ（Cervus nippon pulchellus）が生息している。ツ
シマジカは，1966 年に長崎県の天然記念物指定を受け，一切の
捕獲が禁止されていたが，個体数の増加に伴い 1970 年頃から農
林業被害が発生するようになった。そのため 1981 年に有害鳥獣
として捕獲が開始されたが，個体数増加を抑えることができず，
2004 年に天然記念物指定が解除された。

長崎県はシカ害対策として，ICT 技術を活用した鳥獣捕獲シス
テムの推進や，有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
容認事業の増進などの取り組みを行っているほか，捕獲したシカ
個体については，ジビエ（gibier）として販売し，地域活性化に
つなげる活動も推進している。これらの取り組みの結果，	2010 年
度まで年間 3 , 000 頭に満たなかったシカの捕獲個体数は，有害
鳥獣捕獲による捕獲数が大幅に増加し，2019 年度には年間 8 , 000
頭以上の捕獲が行われた。

2．方法
本研究では，特定計画と被害防止計画との連携がどのように図

られているのかに着目することから，これらの計画の整合性に焦
点を当て，都道府県と市町村の間の連携の課題と対策を検討した。
両計画には，捕獲目標頭数や適性頭数に関しては数値目標が記載
されているが，管理目標や計画の実施体制に関しては定性的な情
報しか記載されていない。そこで，両計画の数値目標，および計
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表‒1．特定計画と被害防止計画の比較

制度名 第二種特定鳥獣管理計画 鳥獣被害防止計画
根拠となる法 鳥獣保護管理法 鳥獣被害防止特措法

施行年 2014 年（注） 	2008 年
所管 環境省 農林水産省

策定者 都道府 県各市町村
対象 県内全域 各市町村の範囲

主目的
個体群の安定的な維持
生態系への影響軽減

農林業・生活環境等への被害軽減
農林水産業被害の防止

期間 5 年間 3 年間
（注）1873 年に鳥獣猟規則として制定．現行制度の原型ができたのは 1918 年
出典：環境省「第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン」および上野（2020）より筆者作成
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画作成方法と実施状況，部局間の連絡頻度といった計画に記載さ
れていない内容の整合性を明らかにすることで，両計画が効率的
に運用されるための課題，および今後求められる対応を検討した。

はじめに長崎県の特定計画（ニホンジカ）の作成を主に担当
している長崎県農山村対策室鳥獣対策班（以下，「県農山村対策
室」）（4）に対し，①現行の特定計画の作成方法と評価，②シカの
管理と被害のモニタリング，③県と市と町村間の連携の 3 点を中
心に，特定計画の実行体制について 2020 年 11 月に聞き取り調査
を行った。

次に市町村の取り組みの事例として長崎県でシカの生息密度が
高い対馬市および五島市を選定し，被害防止計画について 2020
年 12 月に聞き取り調査を行った。調査対象者は，対馬市では対
馬市役所農林水産部農林・しいたけ課有害鳥獣対策室（以下，「対
馬市鳥獣対策班」）（5），五島市では五島市産業振興部農林課畜産・
鳥獣対策班（以下，「五島市鳥獣対策班」）の各担当者である。

また長崎県の特定計画に「林政課・森林整備室や自然環境課，
農林技術開発センター等の県組織内での連携強化を図るものとす
る」と記載されていたため，長崎県農林部林政課（以下，「県林
政課」）および森林整備室（以下，「県森林整備室」），県民生活
環境部自然環境課（以下，「県自然環境課」）を対象にシカ対策を
めぐる県と市および部局間の連携について，2021 年 1 月に追加
の聞き取り調査を行った。聞き取り調査は，新型コロナウイルス
感染症（COVID- 19）の拡大により対面による実施が困難であっ
たため，電子メールを用いた。調査項目は，①ニホンジカに関す
る業務を行っているか，②ニホンジカの第二種特定鳥獣管理計画
の作成や実施に関わっているか，③ニホンジカによる林業被害や
生態系被害に関する調査（例えば植生調査など）を行っているか，
④長崎県内の各市町村とニホンジカに関する問題について意見
交換を行ったり，現地へ視察に行ったりすることはあるか，また，
それらの頻度，⑤長崎県の他の課とニホンジカの管理や被害防除
に関する意見交換を行うことはあるか，また共同で行っている事
業はあるか，また，意見交換や共同事業を行っている場合のその
頻度，の 5 項目である。

続いて 2022 年 4 月に，県農山村対策室と対馬市鳥獣対策班，
五島市鳥獣対策班に対して，①県と市間の担当者会議や研究会の
頻度の頻度や，その他行っている事業の有無や状況，②鳥獣対策
に関わる行政組織や関係者（鳥獣対策専門員や地域協力隊）の詳
細について電子メールを用いた聞き取り調査を行った。更に対馬
市と五島市に対しては，③各振興局との連絡の頻度や業務の協力
状況についても聞き取りを行った。

Ⅲ．結果

1．県における特定計画の策定と実施状況
長崎県では県農山村対策室が主体となり，特定計画を策定し，

農業被害対策や捕獲事業を行っていた。調査を実施した時点では，
「第 12 次鳥獣保護管理事業計画（2017 年 4 月 1 日～2022 年 3 月
31 日）」が履行中であり，シカとイノシシを対象とした特定計画
が策定されていた。	

特定計画は，「農林業被害に対する被害管理と個体数管理」と
して「従事者の生産意欲，定住意欲を低下させないように，農地
では防護柵等により侵入を防ぎ，林地では単木処理等により植栽
木の食害を防ぐことで，農林業被害の軽減を図る。」，「生態系被
害に対する個体数管理・生息地管理・被害管理」として，「自然
植生への影響が大きい地域では，主に捕獲によりシカの適正密度
を維持し，植生被害の軽減及び自然植生の回復を図る。また，希
少な植物群落には防鹿ネット等の設置により積極的な保護・保全
を図る。」とされている（長崎県，2017）。このことから，農林
業被害や生態系被害防除は「被害の軽減を図る」というような定
性的な目標に留まっており，定量的な目標が掲げられているのは
目標頭数のみであった。

特定計画の作成は，県環境審議会，大学関係者，日本野鳥の会
長崎県支部，長崎県猟友会などの専門家，研究者らが参加してい
る。県農山村対策室には 2006 年度から 2019 年度までは鳥獣被害
対策の専門職員が在籍しており，現場での技術指導，対策マニュ
アルの作成，鳥獣対策指導者の育成，試験研究への参画など様々
な活動を行っていた。その結果，2018 年度の時点で鳥獣害被害
防止対策を適正に指導するイノシシ対策A級インストラクター（6）

が県下各地で一定数育成できたことから，2019 年度以降は専門
職の採用は行っていない。

特定計画実施の課題について県農山村対策室の認識は，森林被
害対策や生態系被害対策に関しては，県林政課や県森林整備室，
県自然環境課と連携しながらシカ管理にあたっているものの，部
署間ですべての情報を共有し，連携しながら業務を行うことが難
しいときがあるとのことであった。また，個体数モニタリング調
査や農業被害モニタリング調査が行われている一方，林業被害や
生態系被害のモニタリング調査は近年行われていないことが示さ
れた。長崎県の特定計画では，特定鳥獣の管理のために必要な事
項の1つとして，「モニタリング等の調査研究」を定めており，「客
観的な科学的データに基づく計画的な管理を実施するため，モニ
タリング調査を継続して実施し，随時，管理方法へのフィード
バックを行う。」としている（長崎県，2017）。その中の「被害実
態調査」の項目では「農業被害の実態の把握や防除効果の検証の
ため，市町からの報告などにより，年 2 回の被害実態調査を行う。
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表‒2．長崎県の主なシカ生息地における適正頭数と推定密度数

長崎市八郎岳
周辺 対馬市 五島列島 県北地域

推定生息頭数 720
（2015 年時点）

39 , 200
（2015 年時点）

9 , 600
（2014 年時点）

250
（2015 年時点）

目標頭数 1 , 000 3 , 500 1 , 500 地域からの
徹底排除

出典：長崎県（2017）をもとに筆者作成

理を実行するための財源が幅広く提供されるようになった（上野，
2020）。

岸岡ほか（2012）は，近畿地方の府県における獣害対策行政に
かかわる部局の体制や市町村との連絡調整の特徴や課題について
明らかにし，特措法制定によって被害発生地に近い市町村が獣害
対策を推進できるようになったものの，依然として都道府県には
重要な役割があると指摘している。そして，正確なデータの収集
とそれに基づく個体数管理等の計画策定など，都道府県には市町
村の取り組みを補完する機能が求められるとともに，都道府県担
当部局と市町村との連携強化と，担当が複数部局に分かれている
場合は対策本部を設置するなどの必要性を指摘している（岸岡ほ
か，2012）。北海道を事例に鳥獣害対策の担当部局と市町村との
連携について調査を行った上野（2020）は，関連部局の横断的連
携に加え，各地の道庁振興局を軸とした市町村との連携が必要で
あり，振興局の関連部局と市町村等との鳥獣管理の統括的な体制
を築くために，両者の意見交換を重ねる場が必要であることを指
摘している。

以上のように，日本のシカ管理は，特定計画と被害防止計画の
二つの制度によって農林水産業被害の防除だけでなく，シカ個体
数の管理や生態系への影響の軽減など多岐にわたり，都道府県お
よび市町村の様々な部局が関与している。そのため，都道府県に
よって作成される特定計画が機能するためには，市町村との連携
や被害防止計画との整合性が重要である。しかし，これまでに岸
岡ほか（2012）や上野（2020）の研究はあるものの，特定計画
と被害防止計画をめぐる運用の実態や都道府県と市町村の連携に
ついて報告した研究の数は限られている。また 2014 年の鳥獣保
護法改正に伴い，法改正の内容と意義を検討した常田（2015）は，
特定計画と鳥獣害防止特措法に基づく被害防止計画との具体的な
連携を課題として挙げているが，特定計画と被害防止計画との整
合性とその課題については明らかにされていない。

さらに，1999 年の鳥獣保護法改正に伴い特定計画の運用が開
始され，2007 年の特措法制定に伴い被害防止計画の運用が開始
され相応の年数が経過したものの，依然として獣害問題は深刻な
社会問題となっていることを踏まえると，特定計画と被害防止計
画の運用や都道府県および市町村の部局間の連携に課題がある
可能性が考えられる。本研究ではこのような問題意識に基づき，
2020 年度時点で森林面積あたりのシカによる森林被害面が全国
で最も大きかった長崎県（林野庁，2021）を対象に，特定計画と
被害防止計画の実施状況や整合性，並びに都道府県と市町村の間

の連携について明らかにし，その課題と対策を検討する。

Ⅱ．調査地と方法

1．調査地概要
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よる森林被害面積は森林面積の 0 . 18 % に相当する 438 ha であっ
た（林野庁，2021）。
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推定生息頭数は対馬市が最も多く，五島列島が続く（表‒2）（3）。

ニホンジカは 7 つの亜種に分類され，対馬市にはその 1 つであ
るツシマジカ（Cervus nippon pulchellus）が生息している。ツ
シマジカは，1966 年に長崎県の天然記念物指定を受け，一切の
捕獲が禁止されていたが，個体数の増加に伴い 1970 年頃から農
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長崎県はシカ害対策として，ICT 技術を活用した鳥獣捕獲シス
テムの推進や，有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者
容認事業の増進などの取り組みを行っているほか，捕獲したシカ
個体については，ジビエ（gibier）として販売し，地域活性化に
つなげる活動も推進している。これらの取り組みの結果，	2010 年
度まで年間 3 , 000 頭に満たなかったシカの捕獲個体数は，有害
鳥獣捕獲による捕獲数が大幅に増加し，2019 年度には年間 8 , 000
頭以上の捕獲が行われた。

2．方法
本研究では，特定計画と被害防止計画との連携がどのように図

られているのかに着目することから，これらの計画の整合性に焦
点を当て，都道府県と市町村の間の連携の課題と対策を検討した。
両計画には，捕獲目標頭数や適性頭数に関しては数値目標が記載
されているが，管理目標や計画の実施体制に関しては定性的な情
報しか記載されていない。そこで，両計画の数値目標，および計
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体の立ち上げ，市民参加型鳥獣対策アプリの開発など，五島市の
シカ対策のために精力的な活動を行っていた。N 氏自身も 3 年間
で 250 頭ものシカを捕獲するほどの腕前をもち，協力隊期間終了
後の2022年4月からは長崎県初となる「地域プロジェクトマネー
ジャー」（12）として五島市に勤務し，同市のシカ対策に引き続き携
わっている。

3．シカ対策の「縦」と「横」の連携
図‒1 は長崎県におけるシカ対策の「縦」と「横」の連携を示

している。まず「縦」の連携について見てみると，県農山村対策
室と対馬市鳥獣対策班および五島市鳥獣対策班の間では，担当者
会議や研修会があわせて年に 6 回以上実施されていた（13）。また，
ICT を活用した被害対策の現地実証や，対馬では環境省などとの
協働プロジェクトの実施に関する相談や現地視察も随時行われて
いる。対馬市・五島市ともに，補助金の交付や講習会の開催など
は十分に行われていると考えており，県に対する特別な要望は出
されていない。

対馬市と環境省は 2018 年度から「対馬ニホンジカ対策戦略会
議」プロジェクトを立ち上げ，戦略会議を年に 2 回程度，戦略会
議に伴うワーキンググループを年 3 回程度開催している。同戦
略会議とワーキンググループには長崎県の農山村対策室，林政
課，森林整備室，および自然環境課も同席しているため，県の担
当者が年に数回は現場を訪問する機会が設けられていた。また県
林政課の出先機関として対馬振興局林業課があり，対馬振興局林
業課と対馬市鳥獣対策班は「ながさき森林環境税」の予算を対馬
市で活用していることからシカ対策について年間 10 回程度の意
見交換を行っていた。また，五島市には長崎県の出先機関である
五島振興局農業振興普及課があり，当課には有害鳥獣や狩猟の担

当（司法警察官）も在籍していた。当振興局と五島市鳥獣対策班
は随時連絡をとり，情報を共有していた。

次に「横」の連携について見てみると，県の部局間では 5 年毎
の特定計画の策定の際に，県農山村対策室と県森林整備室などの
関連部局との間で協議が行われていた。また県農山村対策室，県
林政課，県森林整備室，県自然環境課の間では週 1 回程度の打ち
合わせが行われており，いずれの部局も対馬市のシカ戦略会議に
出席していた。

市町村レベルでは対馬市・五島市ともに，鳥獣対策班と市役所
内の他の課との間の連携は見られなかった。例えば，五島市には
農林課椿・森林班があるが，鳥獣害対策に関する事業を行ってい
なかった。市町村間の連携について，特定計画では，「五島列島」
として一括りに計画が立てられており，五島広域鳥獣被害防止計
画でも上五島地域と五島市とを合わせてひとつの計画が立てら
れているが，上五島地域と五島市との間で連携は見られなかった。
その理由について五島市鳥獣対策班は「五島列島は，大小さまざ
まな離島から構成される地域であり，それぞれの島で生息する動
物の種類や生息密度に違いがあるため。」と述べていた。対馬市
と五島市の鳥獣対策班の間でも，定例会議や共同事業は行われて
おらず，定期的な連絡は取られていなかったが，2014 年開始の
対馬市のジビエ事業「対馬猪鹿活用推進事業」について五島市の
鳥獣対策班が視察に訪れるなど必要に応じた情報交換は実施され
ていた。一方で「壱岐市・対馬市鳥獣被害防止計画」という計画
名が示す通り，対馬市と壱岐市の間では，イノシシやシカの共同
捕獲事業を実施するなど農業被害対策の連携が行われていた。壱
岐市以外の他の市町村との連携については，対馬市は離島である
ため，懸案事項について確認を行う程度であり，特に本土の市町
村との連携は確認できなかった。
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図‒1．長崎県におけるシカ対策の「縦」と「横」の連携
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様の調査を行う。生態系被害については，上の生息状況調査を行
う際に，簡易な植生調査を並行して行うと共に，定点調査を実施
することで，植生へのシカ採食の影響を計る。」としており，林
業被害についても農業被害と同様の調査を行うことが明記されて
いる（長崎県，2017）。また「生態系の被害及び回復に関わる調査」
として「シカによる自然植生への影響及びシカの個体数調整等の
対策による自然植生への影響を把握するため，植生調査などを行
う。（定点観察を実施するための調査区を設定）」としている（長
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員による現地調査や国庫補助事業を活用した調査委託による被害
調査（定点の調査プロットでの新規被害調査）が行われていた。
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たことや，近年の木材利用の状況の変化に伴い，シカによる立木
剥皮被害を受けた材についても，チップ等で利活用が出来るよう
になり，「森林被害」（7）と厳密には解釈することが困難になったこ
とが原因で現在はモニタリング調査を行っていない。

特定計画と被害防止計画の 2 つのシカ対策の計画が存在するこ
とについて県農山村対策室は，両計画は，野生鳥獣との軋轢を
なくし人の生命や生活を守るなどの同じ目的を有しており，国
は，捕獲目標などの具体的数値および方針や管理手法を合わせる
ことを推進しているため，長崎県においても，なるべく整合性を
図るよう努めていた。しかし，それぞれ根拠となる法や，計画の
策定主体，管理目的の範囲，計画期間などに違いがあるため，目
標を完全に一致させることは困難を伴う（長崎県，2017）。例えば，
特定計画には農林業被害と生態系被害に対する取り組みに関して，
どちらかを優先させる等の記載は無いが，現場では農林業被害防
止に関する事業の方が優先されてしまう傾向にある。その背景と
して，農林業被害は生態系被害よりも，より密接に人の暮らしに
関わっていることが原因の一つとして挙げられる。また予算に関
しても，特定計画に関わる環境省からの予算より，被害防止計画
に関わる農林水産省からの予算の方が圧倒的に大きいことも原因
の一つとなっている。

2．市町村における特定計画の実施状況と被害防止計画との整合性
（A）対馬市

かつて天然記念物として指定されていたツシマジカが生息する
対馬市では，環境省や研究者らによって，これまで様々な対応
が行われてきた（8）。現在，対馬市では主に「壱岐・対馬地域鳥獣
被害防止計画」に基づいてシカ対策が行われており，調査時点で
2020 年度～2022 年度の計画が実施中であった。同被害防止計画
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念物ツシマヤマネコの餌である野ネズミの生息数にも影響を及ぼ
していることから，2018 年度以降，環境省も関与する「対馬ニ
ホンジカ対策戦略会議」という大規模なプロジェクトが実施され
ていた。シカによる農業被害額は 2017 年度が約 370 万円，2018
年度が約 280 万円，2019 年度が約 240 万円であり，2014 年度に

は単位面積あたりの単価が高いアスパラガス畑へシカが侵入した
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よる林業被害（林産物被害を含む）調査が行われていたが，現在
は実施されていない。林業被害調査が実施されなくなった理由と
して，五島市ではそれほど林業が盛んでないことに加え，被害調
査のニーズがないことやシカ被害にあった樹木も木材チップとし
て利用できるようになり，被害の評価が難しくなったことがあげ
られた。また，五島市には，産業振興部農林課に椿・森林班が，
同市内に長崎県五島振興局林務課があるものの，市役所内には生
態系や自然環境保全を専門としている部署はなく，生態系被害調
査も行われていなかった。一方，玉之浦町などのシカの生息密度
が高い地域で，下層植生の喪失といった被害が出ていることは市
役所内でも認識されていた。

五島市のシカ捕獲数は年々増加しており，2019 年度は 1 , 310
頭が捕獲されていた。同市では ICT 技術を活用したシカ管理捕
獲システムが活用されており，スマートフォンで遠隔地から罠を
作動させることができる装置や GIS 機能を用いた有害鳥獣被害
の多い地域を可視化できるマップが導入されていた（11）。
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市で活動していた N 氏は，「ジビエ振興と鳥獣捕獲の地元捕獲者
への指導」という課題のもと，ジビエに関するイベントの実施や，
地元住民向けの鳥獣捕獲指導，シカ革をつかった子供用靴制作団
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体の立ち上げ，市民参加型鳥獣対策アプリの開発など，五島市の
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ていた。シカによる農業被害額は 2017 年度が約 370 万円，2018
年度が約 280 万円，2019 年度が約 240 万円であり，2014 年度に

は単位面積あたりの単価が高いアスパラガス畑へシカが侵入した
ことが原因で，約 1 , 120 万円の被害が発生した。

壱岐・対馬地域鳥獣被害防止計画では，野生鳥獣による被害面
積や被害額を一計画期 3 年で 3 割減することを目標としており，
対馬市におけるシカの捕獲数は年々増加傾向にある（9）。これらの
取り組みもあって 2017 年度～2019 年度の計画期間では，同計画
で掲げられた被害面積や被害額の削減の目標を達成していた。

林業は，対馬の島面積の 89％（70 , 742 ha）が森林であり，
2012 年度以降の被害面積は 430 ha 前後でほぼ一定であった。一
方で市の人員の不足もあり，林業被害面積の調査は 2017 年度を
最後に実施されていなかった。対馬市鳥獣対策班には 3 名の職員
が在籍していたが，島全域の調査対象面積を担当するためには人
員が不足しており，同対策班は可能であれば 3～4 名増員したい
と考えていた。林業被害対策として，県の出先機関である対馬振
興局を中心に植林保護を目的とした防鹿ネットの設置，枝条巻き
などの森林整備事業が実施されていた。

（B）五島市
五島列島の鳥獣管理は，新上五島町（中通島，若松島，頭ヶ島

など）と五島市（福江島，久賀島，奈留島など）の 2 つの地域に
分けて実施されている。本調査の時点で，五島市鳥獣対策班に
は 3 名の職員と 3 名の民間実施隊員（10）が在籍していた。五島市
鳥獣対策班の目的は，農作物の被害を軽減することであり，「五
島広域鳥獣被害防止計画」を主な事業計画としている。同被害防
止計画は，長崎県の特定計画の目標個体数と推定生息頭数を踏ま
え，これまでのシカ捕獲実績をもとに，年間の捕獲計画が作成さ
れていた。五島市には同班以外に特定計画を実施する班がないた
め，特措法の被害防止計画に基づく農業被害防除を通じて，特定
計画に記載された個体数管理のための捕獲を行っていた。

五島市のシカによる農業被害は 2017 年度が約 460 万円，2018
年度が約 400 万円，2019 年度が約 130 万円であった。林業被害
に関しては，10 年以上前は県と市の林務課によって有害鳥獣に
よる林業被害（林産物被害を含む）調査が行われていたが，現在
は実施されていない。林業被害調査が実施されなくなった理由と
して，五島市ではそれほど林業が盛んでないことに加え，被害調
査のニーズがないことやシカ被害にあった樹木も木材チップとし
て利用できるようになり，被害の評価が難しくなったことがあげ
られた。また，五島市には，産業振興部農林課に椿・森林班が，
同市内に長崎県五島振興局林務課があるものの，市役所内には生
態系や自然環境保全を専門としている部署はなく，生態系被害調
査も行われていなかった。一方，玉之浦町などのシカの生息密度
が高い地域で，下層植生の喪失といった被害が出ていることは市
役所内でも認識されていた。

五島市のシカ捕獲数は年々増加しており，2019 年度は 1 , 310
頭が捕獲されていた。同市では ICT 技術を活用したシカ管理捕
獲システムが活用されており，スマートフォンで遠隔地から罠を
作動させることができる装置や GIS 機能を用いた有害鳥獣被害
の多い地域を可視化できるマップが導入されていた（11）。

また，2019 年度～2021 年度に，地域おこし協力隊として五島
市で活動していた N 氏は，「ジビエ振興と鳥獣捕獲の地元捕獲者
への指導」という課題のもと，ジビエに関するイベントの実施や，
地元住民向けの鳥獣捕獲指導，シカ革をつかった子供用靴制作団
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は，狩猟規制緩和による狩猟者頼みの実行体制では，捕獲対策の
操作性に乏しいことを指摘している。特措法に基づく鳥獣被害防
止総合対策事業の予算が拡充され，市町村等に農林水産省からシ
カ管理の実行財源が幅広く提供されるようになった 2010 年代以
降は，全国的にシカ捕獲数の過半数は狩猟以外（地方公共団体に
よる捕獲）によるものが占めるようになっている（上野，2020）。
本研究が対象とした長崎県でも，狩猟による捕獲ではなく，有害
鳥獣捕獲が個体数管理の主な方法となり大きな成果を上げていた。
有害鳥獣捕獲を特定計画や被害防止計画の中でどのように位置付
け，県と市町村との間の相乗的な連携を生み出せるのかを検討す
ることは総合的なシカ管理でも重要である。

本研究は長崎県を事例に，特定計画と被害防止計画の実施状況
を明らかにし，特定計画と被害防止計画の整合性，並びにシカ対
策の長崎県と対馬市・五島市との間の「縦」と「横」の連携の課
題について考察した。

本研究では，長崎県内のシカ個体群の特徴，地域の農林業被害
の状況を踏まえたシカ対策の歴史や方針の違い，部局間連携の具
体的状況などを明らかにできていない。また，対象地域が半島と
島嶼部からなる極度に閉鎖的な環境下にあり，かつて県の天然記
念物として保護された経緯をもつ「ツシマジカ」が生息している
など，長崎県は地域特有の背景や課題を有している。これらの点
を鑑み，特定計画と被害防止計画，および県と市町村との連携の
課題を明らかにしていくことが課題である。
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注
（1）	鳥獣保護管理法は，「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律」が 2014 年に改正されたもので，目的に「鳥獣の管理」が
加わったものである。法改正に伴い，都道府県知事が鳥獣全
般を対象として策定していた「鳥獣保護事業計画」は，「鳥獣
保護管理事業計画」に改められた。また，特定の鳥獣を対象
に保護管理の強化を図る観点から任意で策定されていた「特
定鳥獣保護管理計画」が再分類され，特に保護すべき鳥獣の
ための計画である第一種特定鳥獣保護計画と，特に管理すべ
き鳥獣のための計画である第二種特定鳥獣管理計画の 2 つへ
区分されることとなった。

（2）	特措法第四条 5 項「被害防止計画は，鳥獣保護管理事業計画
（鳥獣保護管理法第四条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計
画をいう。以下同じ。）（第一種特定鳥獣保護計画（鳥獣保護
管理法第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画をい
う。以下同じ。）又は第二種特定鳥獣管理計画（鳥獣保護管理
法第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画をい
う。以下同じ。）が定められている都道府県の区域内の市町村
の被害防止計画にあっては，鳥獣保護管理事業計画及び第一
種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣管理計画）と整合性
のとれたものでなければならない。」

（3）	特定計画では長崎市八郎岳周辺の目標頭数が推定密度数より
も高くなっているが，県農山村対策室への聞き取り調査によ
ると，長崎市八郎岳周辺でシカを増加させる計画はないとの
ことであった。

（4）	2021 年 4 月 1 日に「農山村対策室」は「農山村振興課」へ名
称が変更された。本稿論では聞き取り調査時点（2020年11月）
の名称を使用した。

（5）	2021 年 4 月 1 日に「農林しいたけ課」から「自然共生課」へ
名称が変更された。本稿では聞き取り調査時点（2020年12月）
の名称を使用した。

（6）	イノシシの生態や行動に関する正しい知識を持ち，各地域に
合った被害防止対策を適正に指導する者を育成することを目
的として，長崎県では 2009 年度から「イノシシ対策 A 級イ
ンストラクター養成講座」という人材育成の取り組みを実施
してきた。

（7）	県農山村対策室によると「森林病害虫等（シカ含む）として
生理的又は経済的に生立不能となるような被害を受けたもの

（林野庁森林被害統計資料調査要領）」を指す。
（8）	対馬市のシカに対する過去の対応については，常田ら（1998）

が明らかにしている。
（9）	約 6 割のシカは，生息密度の高い地域が上対馬（峰町，上県町，

上対馬町）で捕獲された。
（10）	民間実施隊員は，民間から非常勤嘱託職員として任命され，

有害鳥獣被害防止に関わる業務を行う（五島市鳥獣被害防止
計画）。

（11）	長崎県は ICT 技術を活用した鳥獣管理に力を入れており，
2020 年度の調査時点ではまだ取り入れられてはいなかったが
シカの行動解析ができるカメラ付きバイオロギング装置や AI
を用いたハザードマップの作成などが検討されている（農林
水産省，2021）

（12）	2021 年に総務省が創設した制度で，地域プロジェクトマネー
ジャーは「おおむね 1 年以上 3 年以下の期間，市町村が実施
する地域の重要プロジェクトの現場における責任者としてプ
ロジェクトチームを運営し，関係者間を適切に調整し，及び
橋渡ししながら当該プロジェクトを推進するとともに，人材
育成や体制整備などプロジェクトの自走化に向けた手立てを
講じることにより，地域活性化に向けた成果をあげていく者」

（総務省，2021）とされる。
（13）	イノシシに関しては，平田（2014）や綱谷（2011）が長崎県

独自の人材育成や地域連携が行われていることを指摘してい
る。
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Ⅳ．考察

本研究では，長崎県を事例に文献調査と聞き取り調査の手法を
用いて，特定計画や被害防止計画の内容や実施状況，並びに都道
府県と市町村の間の連携の実態を明らかにした。

特定計画は長崎県で作成されているものの，定量的な目標は目
標個体数に限定されており，農林業被害や生態系被害防除では

「農林業被害の軽減を図る」というような定性的な目標に留まっ
ていた。また特定計画を実施する現場である市町村では，農林漁
業被害の防止を主目的とした被害防止計画を事業計画の主軸とし
ており，被害防止計画の目標捕獲数は特定計画の目標生息数と当
時の推定生息頭数を踏まえて作成されていた。一方，定性的な目
標に留まる特定計画とは異なり，被害防止計画では対馬市・五島
市ともに 3 年間で農業被害を 3 割減少させるという定量的目標を
掲げていた。このことから，具体的な数値目標を有する被害防止
計画は「農林業・生活環境等への被害低減」といった特定計画の
目的を補完する効果があると考えられる。特措法では，都道府県
によって特定計画が定められている場合，被害防止計画は特定計
画との整合性がとれたものでなければならないと定めている。一
方，市町村では被害防止計画がシカ管理の事業計画の主軸となっ
ていることを踏まえると，被害防止計画の目標や内容を特定計画
へフィードバックする仕組みも重要である。また，特定計画は都
道府県，被害防止計画は市町村によって策定されるが，聞き取り
調査ではそれぞれ根拠となる法制度や，計画の策定主体，管理目
的の範囲，計画期間などに違いがあること，並びに目標数値等の
設定は各自治体の判断によるものであることから，両計画の整合
性をとることが困難な場合があることが示された。それゆえ，地
域の実情に応じた効率的かつ効果的なシカ管理を実施するために
は，都道府県と市町村が十分に協議をした上で各計画を作成する
ことが求められる。

更に農林漁業被害の防止を主目的とした被害防止計画には森林
などの生態系被害防除に関する項目がないため，生態系被害の防
除が疎かになる可能性がある。実際に現場においても特定計画で
記載されている林業被害や生態系のモニタニングは実施されてお
らず，計画と実施の間には乖離が見られた。したがって，広義の
シカ管理を目的とする特定計画で生態系被害防除などを踏まえた
農林業の数的な管理目標を示すとともに，被害防止計画の中にも
生態系被害防除の項目を組み込むことで，特定計画と被害防止計
画の間の相乗効果を高めることがシカ対策において重要であると
考えられる。

また，被害防止計画の捕獲数計画は特定計画の目標生息数と整
合するように作成されていた。しかし，シカの個体数と被害が比
例しない場合や，シカの個体数を大きく減少させた後でも，生態
系を構成する植物の種類やシカの採食圧を受けた期間によって，
植生が元の状態に戻るまでに非常に長い期間を必要とする場合が
あり（田村，2010），シカの個体数を減らすだけでは，必ずしも
林業や生態系被害の防止につながるわけではない。そのため，シ
カの個体数だけではなく，本来の保全対象である生態系への影響
に関する目標を設定するとともに，モニタリングを実施し，そ
の結果をそれ以降の管理に反映させる必要がある（飯島，2017）。
長崎県以外の例を挙げると，生態系被害管理のための定量的目標

として，神奈川県では下層植生の植被率及び植生劣化レベルを，
兵庫県では下層植生衰退度が指標として用いられている（飯島，
2018）。

シカ対策の関連部局間の連携に関して，異なる部局に業務が
分担されている場合，部局間の調整不足や知識共有不足が生
じ，それが市町村担当者の業務に影響することがある（岸岡ほか，
2012）。今回の聞き取り調査では，縦割り行政の弊害もあり部局
間の連携が難しい場合があるという回答があったものの，長崎県
では部局間で週に 1 回程度の意見交換が行われており，情報の共
有に努めていた。また県と市町村の連携について，対馬市，五島
市ともに県農山村対策室との間で担当者会議や研修会が合わせて
年 6 回以上開催されていた。加えて，状況に応じた現地視察など
も実施されていた。対馬市では，環境省との間でシカの指定管理
捕獲事業が実施され，年 3 回程度開催されるシカ対策戦略会議の
際には，県の関連部局の担当者が対馬市を訪れ，対面での意見交
換が行われていた。また「壱岐市・対馬市鳥獣被害防止計画」に
もとづき，市町村間でイノシシやシカの共同捕獲事業が実施され
ていた。一方，五島市は上五島地域との連携は見られなかった。
この原因として，多様な島によって構成される五島市は，島ごと
に生態系が大きく異なるという要因が挙げられる。加えて，上五
島地域では以前からシカの生息数が多かったのに対し，五島市が
位置する下五島地域では比較的最近になって分布が広がっている
ことから（長崎県，2017），必要な対策が異なるといった要因も
考えられる。

これらのことから，長崎県においては「縦」と「横」の一定の
連携は確保されているが，一部の地域間では定例会議や共同事業
などは行われておらず，更なる連携強化の余地がある。野生鳥獣
の管理を行う際には「被害管理」，「生息地管理」，「個体数管理」
を合わせた総合的なマネジメントを実施する必要がある（長崎県，
2017）。そのため，特定計画を作成する県は，市町村の被害状況
を確認しながら，3 つの管理手法を総合的に検討することが不可
欠である。また，主な活動として被害防止計画に基づいたシカ被
害防除を行っている市町村は，県と連携しながら，生息地管理や
個体数管理など，シカ被害防除以外の管理手法を総合的に実行し
ていく必要がある。シカ対策の基礎データを提供するモニタリン
グ調査についても，その必要性や重要性を県と市町村の間で再確
認し，連携の質を高めていくことが求められている。

その連携を生み出すためのアクターとして，例えば五島市の N
氏のような「地域おこし協力隊」や「地域プロジェクトマネー
ジャー」が考えられる。特に，地域プロジェクトマネージャーは，
多様な関係者間を調整し，橋渡しをすることを目的として 2021
年に創設された制度である。しかし，地域おこし協力隊と地域プ
ロジェクトマネージャーは最大 3 年間という任用期間や雇用経費
などが限定された立場であり，これらの制約がプロジェクト実施
の妨げになる懸念も残されている。地域おこし協力隊や地域プロ
ジェクトマネージャーが存分に活動し，プロジェクトの目標を達
成できるよう，状況に応じて任用条件を変えていくことが必要で
ある。

またシカ対策における有害捕獲と狩猟の有効性に関して，矢部
（2007）は，予算の制約から有害捕獲よりも予算のかからない狩
猟を主な管理手段とすることを提言している一方で，上野（2020）
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は，狩猟規制緩和による狩猟者頼みの実行体制では，捕獲対策の
操作性に乏しいことを指摘している。特措法に基づく鳥獣被害防
止総合対策事業の予算が拡充され，市町村等に農林水産省からシ
カ管理の実行財源が幅広く提供されるようになった 2010 年代以
降は，全国的にシカ捕獲数の過半数は狩猟以外（地方公共団体に
よる捕獲）によるものが占めるようになっている（上野，2020）。
本研究が対象とした長崎県でも，狩猟による捕獲ではなく，有害
鳥獣捕獲が個体数管理の主な方法となり大きな成果を上げていた。
有害鳥獣捕獲を特定計画や被害防止計画の中でどのように位置付
け，県と市町村との間の相乗的な連携を生み出せるのかを検討す
ることは総合的なシカ管理でも重要である。

本研究は長崎県を事例に，特定計画と被害防止計画の実施状況
を明らかにし，特定計画と被害防止計画の整合性，並びにシカ対
策の長崎県と対馬市・五島市との間の「縦」と「横」の連携の課
題について考察した。

本研究では，長崎県内のシカ個体群の特徴，地域の農林業被害
の状況を踏まえたシカ対策の歴史や方針の違い，部局間連携の具
体的状況などを明らかにできていない。また，対象地域が半島と
島嶼部からなる極度に閉鎖的な環境下にあり，かつて県の天然記
念物として保護された経緯をもつ「ツシマジカ」が生息している
など，長崎県は地域特有の背景や課題を有している。これらの点
を鑑み，特定計画と被害防止計画，および県と市町村との連携の
課題を明らかにしていくことが課題である。
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注
（1）	鳥獣保護管理法は，「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律」が 2014 年に改正されたもので，目的に「鳥獣の管理」が
加わったものである。法改正に伴い，都道府県知事が鳥獣全
般を対象として策定していた「鳥獣保護事業計画」は，「鳥獣
保護管理事業計画」に改められた。また，特定の鳥獣を対象
に保護管理の強化を図る観点から任意で策定されていた「特
定鳥獣保護管理計画」が再分類され，特に保護すべき鳥獣の
ための計画である第一種特定鳥獣保護計画と，特に管理すべ
き鳥獣のための計画である第二種特定鳥獣管理計画の 2 つへ
区分されることとなった。

（2）	特措法第四条 5 項「被害防止計画は，鳥獣保護管理事業計画
（鳥獣保護管理法第四条第一項に規定する鳥獣保護管理事業計
画をいう。以下同じ。）（第一種特定鳥獣保護計画（鳥獣保護
管理法第七条第一項に規定する第一種特定鳥獣保護計画をい
う。以下同じ。）又は第二種特定鳥獣管理計画（鳥獣保護管理
法第七条の二第一項に規定する第二種特定鳥獣管理計画をい
う。以下同じ。）が定められている都道府県の区域内の市町村
の被害防止計画にあっては，鳥獣保護管理事業計画及び第一
種特定鳥獣保護計画又は第二種特定鳥獣管理計画）と整合性
のとれたものでなければならない。」

（3）	特定計画では長崎市八郎岳周辺の目標頭数が推定密度数より
も高くなっているが，県農山村対策室への聞き取り調査によ
ると，長崎市八郎岳周辺でシカを増加させる計画はないとの
ことであった。

（4）	2021 年 4 月 1 日に「農山村対策室」は「農山村振興課」へ名
称が変更された。本稿論では聞き取り調査時点（2020年11月）
の名称を使用した。

（5）	2021 年 4 月 1 日に「農林しいたけ課」から「自然共生課」へ
名称が変更された。本稿では聞き取り調査時点（2020年12月）
の名称を使用した。

（6）	イノシシの生態や行動に関する正しい知識を持ち，各地域に
合った被害防止対策を適正に指導する者を育成することを目
的として，長崎県では 2009 年度から「イノシシ対策 A 級イ
ンストラクター養成講座」という人材育成の取り組みを実施
してきた。

（7）	県農山村対策室によると「森林病害虫等（シカ含む）として
生理的又は経済的に生立不能となるような被害を受けたもの

（林野庁森林被害統計資料調査要領）」を指す。
（8）	対馬市のシカに対する過去の対応については，常田ら（1998）

が明らかにしている。
（9）	約 6 割のシカは，生息密度の高い地域が上対馬（峰町，上県町，

上対馬町）で捕獲された。
（10）	民間実施隊員は，民間から非常勤嘱託職員として任命され，

有害鳥獣被害防止に関わる業務を行う（五島市鳥獣被害防止
計画）。

（11）	長崎県は ICT 技術を活用した鳥獣管理に力を入れており，
2020 年度の調査時点ではまだ取り入れられてはいなかったが
シカの行動解析ができるカメラ付きバイオロギング装置や AI
を用いたハザードマップの作成などが検討されている（農林
水産省，2021）

（12）	2021 年に総務省が創設した制度で，地域プロジェクトマネー
ジャーは「おおむね 1 年以上 3 年以下の期間，市町村が実施
する地域の重要プロジェクトの現場における責任者としてプ
ロジェクトチームを運営し，関係者間を適切に調整し，及び
橋渡ししながら当該プロジェクトを推進するとともに，人材
育成や体制整備などプロジェクトの自走化に向けた手立てを
講じることにより，地域活性化に向けた成果をあげていく者」

（総務省，2021）とされる。
（13）	イノシシに関しては，平田（2014）や綱谷（2011）が長崎県

独自の人材育成や地域連携が行われていることを指摘してい
る。
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Ⅳ．考察

本研究では，長崎県を事例に文献調査と聞き取り調査の手法を
用いて，特定計画や被害防止計画の内容や実施状況，並びに都道
府県と市町村の間の連携の実態を明らかにした。

特定計画は長崎県で作成されているものの，定量的な目標は目
標個体数に限定されており，農林業被害や生態系被害防除では

「農林業被害の軽減を図る」というような定性的な目標に留まっ
ていた。また特定計画を実施する現場である市町村では，農林漁
業被害の防止を主目的とした被害防止計画を事業計画の主軸とし
ており，被害防止計画の目標捕獲数は特定計画の目標生息数と当
時の推定生息頭数を踏まえて作成されていた。一方，定性的な目
標に留まる特定計画とは異なり，被害防止計画では対馬市・五島
市ともに 3 年間で農業被害を 3 割減少させるという定量的目標を
掲げていた。このことから，具体的な数値目標を有する被害防止
計画は「農林業・生活環境等への被害低減」といった特定計画の
目的を補完する効果があると考えられる。特措法では，都道府県
によって特定計画が定められている場合，被害防止計画は特定計
画との整合性がとれたものでなければならないと定めている。一
方，市町村では被害防止計画がシカ管理の事業計画の主軸となっ
ていることを踏まえると，被害防止計画の目標や内容を特定計画
へフィードバックする仕組みも重要である。また，特定計画は都
道府県，被害防止計画は市町村によって策定されるが，聞き取り
調査ではそれぞれ根拠となる法制度や，計画の策定主体，管理目
的の範囲，計画期間などに違いがあること，並びに目標数値等の
設定は各自治体の判断によるものであることから，両計画の整合
性をとることが困難な場合があることが示された。それゆえ，地
域の実情に応じた効率的かつ効果的なシカ管理を実施するために
は，都道府県と市町村が十分に協議をした上で各計画を作成する
ことが求められる。

更に農林漁業被害の防止を主目的とした被害防止計画には森林
などの生態系被害防除に関する項目がないため，生態系被害の防
除が疎かになる可能性がある。実際に現場においても特定計画で
記載されている林業被害や生態系のモニタニングは実施されてお
らず，計画と実施の間には乖離が見られた。したがって，広義の
シカ管理を目的とする特定計画で生態系被害防除などを踏まえた
農林業の数的な管理目標を示すとともに，被害防止計画の中にも
生態系被害防除の項目を組み込むことで，特定計画と被害防止計
画の間の相乗効果を高めることがシカ対策において重要であると
考えられる。

また，被害防止計画の捕獲数計画は特定計画の目標生息数と整
合するように作成されていた。しかし，シカの個体数と被害が比
例しない場合や，シカの個体数を大きく減少させた後でも，生態
系を構成する植物の種類やシカの採食圧を受けた期間によって，
植生が元の状態に戻るまでに非常に長い期間を必要とする場合が
あり（田村，2010），シカの個体数を減らすだけでは，必ずしも
林業や生態系被害の防止につながるわけではない。そのため，シ
カの個体数だけではなく，本来の保全対象である生態系への影響
に関する目標を設定するとともに，モニタリングを実施し，そ
の結果をそれ以降の管理に反映させる必要がある（飯島，2017）。
長崎県以外の例を挙げると，生態系被害管理のための定量的目標

として，神奈川県では下層植生の植被率及び植生劣化レベルを，
兵庫県では下層植生衰退度が指標として用いられている（飯島，
2018）。

シカ対策の関連部局間の連携に関して，異なる部局に業務が
分担されている場合，部局間の調整不足や知識共有不足が生
じ，それが市町村担当者の業務に影響することがある（岸岡ほか，
2012）。今回の聞き取り調査では，縦割り行政の弊害もあり部局
間の連携が難しい場合があるという回答があったものの，長崎県
では部局間で週に 1 回程度の意見交換が行われており，情報の共
有に努めていた。また県と市町村の連携について，対馬市，五島
市ともに県農山村対策室との間で担当者会議や研修会が合わせて
年 6 回以上開催されていた。加えて，状況に応じた現地視察など
も実施されていた。対馬市では，環境省との間でシカの指定管理
捕獲事業が実施され，年 3 回程度開催されるシカ対策戦略会議の
際には，県の関連部局の担当者が対馬市を訪れ，対面での意見交
換が行われていた。また「壱岐市・対馬市鳥獣被害防止計画」に
もとづき，市町村間でイノシシやシカの共同捕獲事業が実施され
ていた。一方，五島市は上五島地域との連携は見られなかった。
この原因として，多様な島によって構成される五島市は，島ごと
に生態系が大きく異なるという要因が挙げられる。加えて，上五
島地域では以前からシカの生息数が多かったのに対し，五島市が
位置する下五島地域では比較的最近になって分布が広がっている
ことから（長崎県，2017），必要な対策が異なるといった要因も
考えられる。

これらのことから，長崎県においては「縦」と「横」の一定の
連携は確保されているが，一部の地域間では定例会議や共同事業
などは行われておらず，更なる連携強化の余地がある。野生鳥獣
の管理を行う際には「被害管理」，「生息地管理」，「個体数管理」
を合わせた総合的なマネジメントを実施する必要がある（長崎県，
2017）。そのため，特定計画を作成する県は，市町村の被害状況
を確認しながら，3 つの管理手法を総合的に検討することが不可
欠である。また，主な活動として被害防止計画に基づいたシカ被
害防除を行っている市町村は，県と連携しながら，生息地管理や
個体数管理など，シカ被害防除以外の管理手法を総合的に実行し
ていく必要がある。シカ対策の基礎データを提供するモニタリン
グ調査についても，その必要性や重要性を県と市町村の間で再確
認し，連携の質を高めていくことが求められている。

その連携を生み出すためのアクターとして，例えば五島市の N
氏のような「地域おこし協力隊」や「地域プロジェクトマネー
ジャー」が考えられる。特に，地域プロジェクトマネージャーは，
多様な関係者間を調整し，橋渡しをすることを目的として 2021
年に創設された制度である。しかし，地域おこし協力隊と地域プ
ロジェクトマネージャーは最大 3 年間という任用期間や雇用経費
などが限定された立場であり，これらの制約がプロジェクト実施
の妨げになる懸念も残されている。地域おこし協力隊や地域プロ
ジェクトマネージャーが存分に活動し，プロジェクトの目標を達
成できるよう，状況に応じて任用条件を変えていくことが必要で
ある。

またシカ対策における有害捕獲と狩猟の有効性に関して，矢部
（2007）は，予算の制約から有害捕獲よりも予算のかからない狩
猟を主な管理手段とすることを提言している一方で，上野（2020）
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Ⅰ．はじめに

奄美群島では昭和 31 年（1956 年）以降，潮風害・飛砂防
止のために外来種であるモクマオウ（トクサバモクマオウ属
Casuarina Adans. の常緑高木の総称；奄美群島では主にトク
サバモクマオウ C. equisetifolia L. が植栽されている）を主林
木とした海岸防災林が本格的に造成されはじめた（田ノ上ほ
か，1963）。亜熱帯の海岸では，モクマオウは成長が早いために
初期の防災林造成に最適とされている（仲間・高江洲，1979）
が，台風などの強風で幹が折れやすく（平田ほか，1993；清水，
2003），25 年生前後で樹勢が衰えるため（仲間・高江洲，1979），
海岸防災林の恒久的樹種としては不適とされている（幸喜・新村，
1980；平田ほか，1993）。このため，奄美群島では衰退が懸念さ
れるモクマオウ林の樹種転換を進めるため，在来種等の樹下植栽
試験やモクマオウと在来種等の帯状植栽試験が行われてきた（鹿
児島県林業試験場，2004）。

そのような中，奄美市笠利町万屋の宇宿漁港後背地のモクマオ
ウ林において，つる性の外来種であるクサスギカズラ科のシノブ
ボウキ（Asparagus setaceus （Kunth） Jessop ‘Nanus’；写真‒1）
が繁茂している区域を見つけた（図‒1）。シノブボウキは南アフ
リカ原産のつる植物で，沖縄本島では野生化して生育地を広げつ
つあり（植村ほか，2010），海外では根絶すべき侵略的な外来種
として扱われている（Senterre，2009）。鹿児島県では 1965 年に
種子島での採集記録（鹿児島大学総合研究博物館植物標本室デー
タベース）があるのみで，その分布状況や生態系に及ぼす影響な
どについて調べた事例はない。宇宿漁港のモクマオウ林では，シ
ノブボウキはモクマオウ林に形成された林冠ギャップで繁茂して
おり，シノブボウキに被圧されて枯死した低木類もみられた。こ
のため，モクマオウ林で繁茂するシノブボウキが在来種等の更新
木の成長を阻害することで，モクマオウ林の更新が停滞し，林分

構造が崩壊するとともに，モクマオウ林の海岸防災林としての機
能が低下することも懸念される。

そこで，シノブボウキが繁茂した奄美大島のモクマオウ林で植
生調査と毎木調査を行い，シノブボウキの繁茂がモクマオウ林の
更新と林分構造に与える影響を明らかにするとともに，海岸防災
林の機能への影響についても考察した。

Ⅱ．調査地と方法

2023 年 3 月 29 日に奄美市笠利町万屋のモクマオウ林におい
て， 15 × 15 m の方形区をシノブボウキが繁茂していない林分

（未繁茂林分；P- 1）とシノブボウキが繁茂した林分（繁茂林分；
P- 2）に設置した（図‒1）。植物社会学的調査方法（鈴木ほか，
1985）により，方形区内に出現する種の優占度と群度を階層別
に記録するとともに，方形区内に出現する胸高直径（DBH，地
上高 130 cm）1 cm 以上の幹の樹種名と DBH を記録した。また，
シノブボウキの樹木へのからみつき度を 6 段階（0：からみつき
なし，1：幹のみからみつく，2：樹冠 1 / 4 までからみつく，3：
樹冠 1 / 4～1 / 2 までからみつく，4：樹冠 1 / 2～3 / 4 までから
みつく，5：樹冠 3 / 4 以上にからみつく）に分けることで，シノ
ブボウキによる被圧度を評価した。

Ⅲ．結果

表‒1 に各方形区の種組成を示す。未繁茂林分 P- 1 では，高
木層はモクマオウのみが出現し，植被率は 30％と低かったも
のの，亜高木層ではアカギ（Bischofia javanica）やアカテツ

（Planchonella obovata）の優占度が高く，植被率が 80％とほぼ
閉鎖された状態であった。このため，林内は薄暗く，陰湿な環境
を好むフウトウカズラ（Piper kadsura）が林床を覆い，低木層

* 1  Katanoda, I., Hatanaka, M. and Yonemori, S. : Inhibition of tree species regeneration on Casuarina equisetifolia forest by climbing 
alien plant Asparagus setaceus （Kunth） Jessop ‘Nanus’ in Amami Island.

* 2 鹿児島県森林技術総合センター　Kagoshima Pref. Forestry Technology Ctr., Aira 899 - 5302 , Japan
* 3 鹿児島県自然保護課　Kagoshima Pref. Gov., Nature Conservation Div., Kagoshima 890 - 8577 , Japan

論　文

つる性外来種シノブボウキによるモクマオウ林の更新阻害＊1
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片野田逸朗・畠中雅之・米森正悟：つる性外来種シノブボウキによるモクマオウ林の更新阻害　九州森林研究　 77：61 － 64，2024　
奄美大島のモクマオウ林において，シノブボウキの未繁茂林分と繁茂林分で植生調査と毎木調査を行い，シノブボウキがモクマオウ林の
更新に与える影響を調べた。未繁茂林分では，樹勢が衰退した高木層のモクマオウに代わってアカギやアカテツなどが亜高木層で優占す
るなど，モクマオウ林における更新が進行していた。一方，繁茂林分では林冠ギャップが形成されたまま，シノブボウキが低木層や草本
層のアカギやアカテツなどの更新木やその他樹種のほぼ全てを被圧しながら林床を覆い尽くしていた。繁茂林分のシノブボウキはギャッ
プ形成前後に林内に侵入し，明るい環境下で急速に繁茂したものと推察された。シノブボウキが繁茂したモクマオウ林では，更新木の
成長が継続的に阻害されることで，海岸防災林の機能が低下した状態が続くと考えられることから，シノブボウキの駆除と在来種の植
栽等による更新補助作業を早急に実施する必要がある。
キーワード：シノブボウキ，モクマオウ，海岸防災林，外来種，ギャップ更新
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